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はじめに 

水質検査は、水道水の安全性を確保するために不可欠なものであり、水道における水質管理

の中核をなすものです。黒潮町では住民の皆さまに安全でおいしい水を飲んでいただくために、

水源から各家庭等の給水栓（蛇口）に至るまで定期的に水質の監視・管理を行っています。 

「水質検査計画」とは、水質検査の適正化や透明性を確保するために、水道水の「水質検査地

点」・「検査項目」・「検査頻度」 等について示したものです。 

 

１．基 本 方 針 

水道事業者は、供給する水が給水栓（蛇口）において、水道水質基準に適合し安全であるこ

とを確認するため、水道法施行規則第15条第6項に基づき、水質検査をしなければなりませ

ん。そのために必要な水質検査について、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、

公表することが法令で定められました。黒潮町では、水道法令・規則・通知等に基づき、また

過去の水質検査結果や水質状況を総合的に考慮し、水質検査を計画的に行います。 

 

(１) 検 査 地 点 

水道法（昭和32年法律第177号以下）で義務づけられている水道水の水質検査を水質基

準が適用される給水栓水(蛇口から出る水道水)で行ないます。 

その他、原水(浄水処理前)の水質検査を行います。 

 

(２) 検 査 項 目 

検査項目は、法令（水道法）で定期検査が義務付けられている「毎日行う検査項目」及び

「水質基準項目」を行ないます。 

また、将来にわたり水道水の安全性を確保するために留意すべき原水の水質状況を、よ

り詳しく把握するために「独自に行う水質項目」とします。  

   ○毎 日 検 査 項 目（浄水）：3項目 

   ○水 質 基 準 項 目（浄水）：9項目（1回/月）・21項目（3回/年）・51項目（1回/年） 

   ○独自に行う項目（原水）：39項目（1回/年） 

（上 水 道 取 水 施 設）：農薬類114項目（1回/年） 

（浅井戸及び表流水施設）：クリプトスポリジウム（1回/年）・指標菌（3回/年） 

 

(３) 検 査 頻 度 

○毎 日 検 査 

水道法に基づき、「色」・「濁り」・「消毒の残留効果（残留塩素）」の検査を、１日１回行い

ます。 

○毎 月 検 査 

「病原微生物の汚染」及び「水の基本的な性状に関する検査」は、毎月１回行います。 

○定 期 検 査 

他の基準項目については、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場
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合であって、過去３年間の検査結果が、基準値の１/５以下であるときは、おおむね１年

に１回以上に、基準値の１/１０以下であるときは、おおむね３年に１回以上にまで検査

頻度を緩和することが可能です。 

また、基準値の１/２を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並

びに薬品等及び資機材等の使用状況を勘案し、検査を省略することが可能です。 

 

※黒潮町の水質は良好で、水質基準を十分に満たしています。このため、検査頻度を減

ずることも可能ですが、水道水の安全及び性状を継続的に確認するために、法令で定

められた頻度を基本として検査を行います。 

原水検査についても、「独自に行う項目」として検査します。 

 

２．水道事業の概要 

黒潮町では、令和4年3月末現在、5,243戸、10,413人（水道普及率98.9％）の皆さまに、水道水

をお届けしています。 

皆さまにお届けする水道水は、以下の「上水道施設区域」は3水源施設、「旧簡易水道施設」は

9水源施設、「旧飲料水供給施設」は2水源施設で取水し、各浄水場で滅菌消毒を行い各配水

池に送られています。 

    ※水道施設の区分 

      ○上 水 道 施 設：給水人口が、5,001人以上の施設 

○簡 易 水 道 施 設：   〃   が、101人以上5,000人以下の施設 

      ○飲料水供給施設：   〃   が、50人以上100人以下の施設 

 

令和３年度 給水状況 

（大方地域） 

施 設 名 単位 
上川口 

鞭 
蜷   川 湊   川 仲 分 川 大 井 川 

行 政 区 域 内 人 口 人 7,138 248 148 23 29 

計 画 給 水 人 口 人 7,391 208 156 21 30 

給 水 区 域 内 人 口 人 7,122 190 148 21 29 

内 、 給 水 人 口 人 7,122 190 148 21 29 

普 及 率 ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

計画一日最大配水量 ｍ3 4,171 73 54 7 10 

年 間 配 水 量 ｍ3 1,025,536 16,510 14,799 1,619 4,498 

実績一日最大配水量 ｍ3 3,785 53 90 4 22 
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（佐賀地域） 

施 設 名 
単

位 
佐  賀 

こぶしのかわ

統合 

市野瀬 

橘  川 

鈴・熊野浦 

統合 
伊与喜 

行 政 区 域 内 人 口 人 2,048 346 101 111 322 

計 画 給 水 人 口 人 2,167 340 116 100 340 

給 水 区 域 内 人 口 人 2,048 345 101 91 318 

内 、 給 水 人 口 人 2,048 345 101 91 318 

普 及 率 ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

計画一日最大配水量 ｍ3 1,656 203 33 54 164 

年 間 配 水 量 ｍ3 408,731 48,952 7,144 10,356 43,725 

実績一日最大配水量 ｍ3 1,358 105 37 25 134 

 

３．水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況 

各水源共に、取水地点より上流部には比較的人口が少なく、原水水質は良好に保たれています。 

 

（大方地域） 

施 設 名 有 井 川 上 川 口 鞭 

取水地点 有 井 川 ・ 池 田 上 川 口 ・キセガイチ 浮 鞭 ・ 新 田 

河 川 名 有 井 川 蜷 川 湊 川 

水 源 浅 層 地 下 水 浅 層 地 下 水 浅 層 地 下 水 

浄水方法 緩速ろ過・塩素消毒 塩 素 消 毒 塩 素 消 毒 

 

 

施 設 名 蜷 川 湊 川 仲 分 川 大 井 川 

取水地点 蜷川・ニガキ谷 奥湊川・森の下 蜷川・大久保峯 大井川・二反地 

河 川 名 矢 の川 支 流 湊 川 蜷 川 支 流 大 井 川 

水 源 表 流 水 伏 流 水 表 流 水 浅 層 地 下 水 

浄水方法 緩速ろ過・塩素消毒 緩速ろ過・塩素消毒 緩速ろ過・塩素消毒 緩速ろ過・塩素消毒 
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 （佐賀地域） 

施 設 名 佐 賀 拳 ノ 川 荷 稲 ・ 川 奥 市 野 瀬 ・橘 川 

取水地点 佐 賀 ・ 柳 原 拳ノ川・コバノカワ 荷 稲 ・西 の峯 市野瀬・地蔵平山 

河 川 名 伊 与 木 川 伊 与 木 川 伊 与 木 川 伊 与 木 川 

水 源 深 井 戸 表 流 水 浅 層 地 下 水 表 流 水 

浄水方法 塩 素 消 毒 緩速ろ過・塩素消毒 緩速ろ過・塩素消毒 緩速ろ過・塩素消毒 

 

 

施 設 名 鈴 伊 与 喜 熊 野 浦  

取水地点 鈴 ・ 滝 ノ 水 不場原・松ノハナ 熊野浦・カタシ谷  

河 川 名 小 又 口 川 伊 与 喜 川 東 谷 川  

水 源 浅 層 地 下 水 深 井 戸 浅 層 地 下 水  

浄水方法 緩速ろ過・塩素消毒 塩 素 消 毒 緩速ろ過・塩素消毒  

 

４．採水地点，検査項目，検査頻度及びその理由 

基本方針及び水源の特徴を踏まえて、水質検査項目、検査頻度を決定しました。 

 

(１) 採水地点 

① 浄水検査：給水栓（別紙 1-1 給水区域図、1-2 浄水項目採水箇所参照） 

水道施設の各配水池の系統別に「水質基準項目」の検査（毎月検査）を行なう給水栓は、

以下のとおりです。 

 

○水 道 施 設 

（大方地域：15 ヵ所） 

上川口配水池：伊田・灘・上川口・大屋敷・本谷・馬荷 

鞭  配水池：鞭・御坊畑・上田の口・丸山・出口 

         蜷川・湊川・仲分川・大井川 

 

 （佐賀地域：7 ヵ所） 

佐賀地域 ： 佐賀・拳ノ川・鈴・市野瀬橘川・荷稲川奥・伊与喜・熊野浦 

   

※色、濁り、残留塩素に関する検査（毎日検査）を行なう給水栓も、「毎月検査」と同じ場

所で実施します。 
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②  原水及び残留農薬検査：取水井戸又は表流水（別紙 原水項目採水箇所参照） 

水源水質を確認するため「独自に行う項目」として、以下の水道施設入口で行ないます。 

○水 道 施 設 

  （大方地域） 

・有井川 水 道 施 設：有井川水源池内の取水井戸 

・上川口 水 道 施 設：上川口水源池内の取水井戸 

・  鞭   水 道 施 設：  鞭  水源池内の取水井戸 

・蜷  川 水 道 施 設：蜷川取水地の表流水 

・湊  川 水 道 施 設：湊川水源池内の取水井戸 

・仲分川 水 道 施 設：仲分川取水地の表流水 

・大井川 水 道 施 設：大井川水源池内の取水井戸 

（佐賀地域） 

・佐  賀 水 道 施 設：佐賀水源池内の取水井戸 

・拳 ノ川 水 道 施 設：小葉ノ川取水池の表流水 

・荷稲・川奥 水 道 施 設：荷稲・川奥水源池内の取水井戸 

・市野瀬・橘川 水 道 施 設：伊与木川取水池の表流水 

・  鈴   水 道 施 設：鈴水源池内の取水井戸 

・伊与喜 水 道 施 設：伊与木川水源地内の取水井戸 

・熊野浦 水 道 施 設：熊野浦水源池内の取水井戸 

  

③ クリプトスポリジウム及び指標菌検査：取水井戸（別紙1-3原水項目採水箇所参照） 

水源水質を確認するため「独自に行う項目」として、以下の水道施設入口で行ないます。 

○上 水 道 施 設 

・有井川 水 道 施 設：有井川水源池内の取水井戸 

・上川口 水 道 施 設：上川口水源池内の取水井戸 

・  鞭   水 道 施 設：  鞭  水源池内の取水井戸 

   ・蜷 川 水 道 施 設：蜷川取水池の表流水 

・湊 川 水 道 施 設：湊川水源池内の取水井戸 

・  鈴  水 道 施 設:鈴水源池内の取水井戸 

・市野瀬・橘川 水 道 施 設：市野瀬・橘川水源池の表流水 

         ・荷稲・川奥 水 道 施 設：荷稲・川奥水源池内の取水井戸 

         ・拳ノ川 水 道 施 設：拳ノ川水源地の表流水 

・大井川 水 道 施 設：大井川水源池内の取水井戸 

・仲分川 水 道 施 設：仲分川取水池の表流水 

    

(２) 水 質 検 査 項 目 

毎日検査：色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素） 

毎月検査：水質基準項目（別表１，２ 参照） 

 

(３) 検 査 頻 度 （別紙参照） 
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５．水質検査方法 

水質基準項目は、国が定めた｢水質基準に関する省令の規定に基づき、厚生労働大臣が定め

る方法｣（平成１５年厚生労働省告示第 261 号）によって行ないます。 

その他の項目については｢上水試験方法｣（日本水道協会・編）等で行ないます。  

 

６．臨時の水質検査 

水源等で、以下のような水質変化及び状況となり、浄水処理等で対応できず、給水栓水が汚染

される可能性がある場合、直ちに実施し、安全性が確認されるまで行ないます。 

① 水源の水質が著しく悪化したとき 

② 水源に異常が認められるとき 

③ 水源付近、給水区域及びその周辺で消化器系感染症が流行しているとき 

④ 浄水過程に異常かあったとき 

⑤ 配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染される恐れのあるとき 

⑥ その他特に必要があると認められるとき 

７．水質検査の自己/委託の区分 

○毎 日 検 査：委託して実施します。 

○毎 月 検 査：委託して実施します。 

○定 期 検 査：委託して実施します。 

○独 自 検 査：委託して実施します。 

 

※毎月検査の委託機関選定基準 

採水は当事業体が行い、水質検査から成績書発行までの業務は、水道法第２０条第３項によ

る厚生労働大臣登録機関に委託して行ないます。 

委託先の選定については、以下の事項を重視します。 

① 水道水質検査においては、その精度と信頼性の保証は極めて重要です。 

信頼性保証システムとして、ISO900１相当の認証を取得している検査機関とします。 

② 水質基準項目について、自社分析が行なえる検査機関とします。 

③ 臨時の水質検査等において迅速な対応が行なえる検査体制が整備されている 

検査機関とします。 

 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 

   安全でおいしい水を提供するために、水質検査計画を毎年度策定し､水質検査計画書として、

ホームページにて公表します。 

水質検査結果についても、同様にして公表します。 

検査計画、検査結果につきましては、次のような流れで、水道需要者の皆様の声を反映させて、

より安全でおいしい水を提供することを目指します。 
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※ 水質検査計画策定の概念図 ※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．その他の留意事項 

（１）水質検査結果の評価及び水質検査結果計画の見直し 

過去の検査結果や水質基準との比較により、水質検査結果を評価します。 

水質が悪化する傾向にある水源については、検査の結果を解析し「検査項目」・「検査頻度」を

増やすなど、水質検査計画の見直しを行います。 

また、結果を評価するに当り、検査の精度と信頼性を保証するため、技術の向上に努めます。 

 

（２）関係者との連携 

水質汚染事故発生時には所定の連絡体制に基づき、黒潮町・高知県・他市町村・厚生労働省

等関係機関との連絡を蜜にし、水質異常に即応できる体制を整え、併せて高知県や他市町村

と情報交換並びに調査研究を行い水道技術の向上を図ります。 
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水道需要者（住民の皆様） 

見直し 

黒 潮 町 

意 見 

公 表 公 表 

国 又 は 

都道府県 

助言 

指導 
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○ お問い合わせ先 

  黒潮町役場 

◆佐賀支所 建設課 水道係  

〒789-1795 高知県幡多郡黒潮町佐賀 1092-1 

    TEL 0880-55-3700 FAX 0880-55-2851 

    E-mail kensetsu@town.kuroshio.lg.jp 

 

   

 


